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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本窯業外装

材協会（NYG）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正

すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。

これによって，JIS A 5422:2014 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，令和 2 年 1 月 21 日までの間は，産業標準化法第 30 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS A 5422:2014 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

注記 工業標準化法に基づき行われた申出，日本工業標準調査会の審議等の手続は，不正競争防止法

等の一部を改正する法律附則第 9 条により，産業標準化法第 12 条第 1 項の申出，日本産業標準

調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。 
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窯業系サイディング 

Fiber reinforced cement sidings 

 
序文 

この規格は，1976 年に制定され，その後 8 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2014 年に

行われたが，今回は表面模様の深さについて規定するため，また，含水率を性能項目として明確にするた

めに改正した。技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書 B に示す。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，主として建築物の外装に用いる窯業系サイディング（以下，サイディングという。）につい

て規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 1321 建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法 

JIS A 1408 建築用ボード類の曲げ及び衝撃試験方法 

JIS A 1415 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法 

JIS A 1435 建築用外装材料の凍結融解試験方法 

JIS B 7502 マイクロメータ 

JIS B 7503 ダイヤルゲージ 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS B 7516 金属製直尺  

JIS B 7518 デプスゲージ 

JIS L 0804 変退色用グレースケール 

JIS K 5600-4-5 塗料一般試験方法－第 4 部：塗膜の視覚特性－第 5 節：測色（測定） 

JIS K 5600-4-6 塗料一般試験方法－第 4 部：塗膜の視覚特性－第 6 節：測色（色差の計算） 

JIS S 6050 プラスチック字消し  

JIS Z 1522 セロハン粘着テープ 

JIS Z 8723 表面色の視感比較方法 

 


